
資料５－２ 

屋久島・口永良部島ユネスコエコパークの拡張登録申請について 
 

【前回科学委員会報告以後の主な取り組み経過】 

① 生物圏保存地域申請書概要を日本ユネスコ国内委員会に提出（H26.8.29） 

② 平成 27年生物圏保存地域申請書概要に係る審査結果の受理（H26.9.18） 

③ 第２回屋久島・口永良部島ユネスコエコパークシンポジウムの開催（H26.9.18） 

   → 口永良部島において、綾ユネスコエコパークの河野氏の講演及び意見交換 

④ 世界自然遺産地域に隣接する国有林野のうち薪炭共用林組合が利用を予定している地域

のゾーニングについて、関係共用林組合総代への説明（H27.1.15） 

⑤ 第３回屋久島・口永良部島ユネスコエコパーク地域推進協議会の開催（H27.1.27） 

     → ２月末が提出期限となる屋久島・口永良部島ユネスコエコパーク申請書（案）の内容

照会 

  →  屋久島・口永良部島ユネスコエコパークの推進のための専門部会の設置 

    （目的） 

  ・各団体等の実施事業等の共有 

・各ゾーニングにおける関係団体による課題等の抽出 

・各課題への解決策等の検討 

・町による事業化の可能性等の模索 

  

【今後のスケジュール等】 

① 第４回屋久島・口永良部島ユネスコエコパーク地域推進協議会の開催（H27.2.23） 

② 生物圏保存地域申請書（和文）の提出（H27.2.27） 

③ 日本ユネスコ国内委員会 MAB計画分科会（H27.5） 

④ 生物圏保存地域申請書（和文修正及び英文）の提出（H27.6） 

⑤ 日本ユネスコ国内委員会の推薦決定（H27.9） 

⑥ MAB 計画国際調整理事会における登録決定（H28.7） 

   

【拡張登録申請に向けた考え方】 

① 国内委員会から示された申請スケジュールに間に合うよう対応する。 

② 今回の拡張申請は、これまでの屋久島 BRに、移行地域、口永良部島、漁業権が設定され

ている海域を加え、屋久島・口永良部島ユネスコエコパークとして、BR の機能充実と屋久

島町の地域振興を図る。 

 

【今後の課題】 

① 推進体制の確立と広報 

② 管理及び推進に向けた計画の策定 
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＜平成 27年生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）申請書概要に係る審査結果＞ 
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